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1.はじめに 
 

今回リリースいたしました介五郎（総合支援版）「Ver.6.2.0」では、以下の修正を行いました。 

 

 

（1）事業所台帳における区分の設定反映【通所支援】 

  記録票予定入力、実績入力画面にてサービス名を選択する際に、事業所台帳で設定した区分により

該当するサービス名が抽出できるようになりました。 

 

（2）加算のみの請求対応【相談支援】 

  「入院時情報連携加算」「居宅介護支援事業所等連携加算」「サービス提供モニタリング加算」につ

いて、加算のみの請求に対応しました。 

 

（3）給付費請求書（作成履歴） 

給付費請求書作成履歴の「提供票（様式 3-1）チェックリスト」の項目に重度訪問介護の入院時の

サービス提供等を確認するための「提供の状況」欄を追加しました。 

 

（4）計画書等入力項目の見直し【相談支援・居宅介護】 

  計画書等の入力画面にて、入力項目のレイアウトを変更しました。 

 （相談支援）- サービス等利用計画案・サービス等利用計画・モニタリング報告書 

（居宅介護）- モニタリング表 

 

 

 

※巻末の（付録資料）は以下のページを参照しています。 

 

【厚生労働省ホームページ】報酬算定構造・サービスコード表等 平成 30 年 4 月施行分 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644.html 

 

上記ページ内 

「(９)障害者自立支援給付支払等システムに係るＱ＆Ａ 事務連絡（平成３０年５月２日）」 
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2.通所支援 
 

2-1. 事業所台帳における区分の設定反映 

 

 通所支援事業所の支援区分（未就学児支援区分・障害児状態等区分等）により算定するサービスコー

ドが異なります。「予定入力、実績入力」画面にてサービス名を選択する際に事業所台帳での設定に応じ

たサービス名が抽出され表示されるようになりました。 

 

2-1-1. 児童発達支援におけるサービス名の表示 

 

児童発達支援においては「施設等の区分（児童発達支援センター・児童発達支援センター以外）」「主た

る障害種別（重症心身障害・重症心身障害以外）」「未就学児支援区分（非該当・Ⅰ・Ⅱ）」の選択及び、

「受給者の支給決定の内容（重心児・難聴児・それ以外）」の組み合わせにより、算定するサービスコー

ドが確定します。 

※巻末の「【別添２】児童発達支援における基本報酬の整理について」を併せてご参照ください。 

 

＜事業所台帳＞ 
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各設定項目 

項目名 説明 

施設等の区分 施設等の区分です。 

 
1-児童発達支援センター 児童発達支援センターの場合に選択 

2-児童発達支援センター以外 児童発達支援センター以外の場合に選択 

主たる障害種別 障害児施設区分です。 

 
01-重症心身障害以外 主として重症心身障害児以外を受け入れる場合に選択 

02-重症心身障害 主として重症心身障害児を受け入れる場合に選択 

未就学児支援区分 未就学児支援区分です。 

 

0-非該当 非該当の場合に選択 

1-Ⅰ 区分が未就学児に該当する場合に選択 

2-Ⅱ 区分が未就学児以外に該当する場合に選択 

 

 

 

 

「未就学児支援区分」は、必ず事業所届出の区分を選択して登録してください。 

誤った区分を設定していた場合、算定の際に正しいサービス名が表示されません。ご注意ください。 

 

  

注意！ 
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＜抽出されるサービス名の例＞ 

 

＜例 1＞「児童発達支援センター以外」「重症心身障害以外」「未就学児区分（Ⅰ）」でサービスを提供し

た場合。 

＜事業所台帳＞ ＜支給決定内容＞ ＜サービス名＞ 

 

 

 
いずれの支給決定内容の場合でも

（未就）の名称が表示される。 

 

 

 

 

＜例 2＞「児童発達支援センター以外」「重症心身障害以外」「未就学児区分（Ⅱ）」でサービスを提供し

た場合。 

＜事業所台帳＞ ＜支給決定内容＞ ＜サービス名＞ 

 

 

 
いずれの支給決定内容の場合でも

（未就以外）の名称が表示される 

 

 

 

 

＜例 3＞「児童発達支援センター以外」「重症心身障害」「未就学児区分（非該当）」でサービスを提供し

た場合。 

＜事業所台帳＞ ＜支給決定内容＞ ＜サービス名＞ 

 

 

 
 

 
 

 

 

※その他組み合わせにより算定されるサービス名の詳細については巻末の（付録資料）「【別添 2】児童

発達支援における基本報酬の整理について」をご確認ください。 
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2-1-2. 放課後等デイサービスにおけるサービス名の抽出 

 

放課後等デイサービスにおいては「主たる障害種別（重症心身障害・重症心身障害以外）」「障害児状態

区分（区分 1 の 1・区分 1 の 2・区分 2 の 1・区分 2 の 2）」の選択及び、「受給者の支給決定の内容

（重心児・それ以外）」の組み合わせにより、算定するサービスコードが確定します。 

※巻末の「【別添 3】放課後等デイサービスにおける基本報酬の整理について」を併せてご参照ください。 

 

＜事業所台帳＞ 

  

各設定項目 

項目名 説明 

主たる障害種別 障害児施設区分です。 

 
01-重症心身障害以外 主として重症心身障害児以外を受け入れる場合に選択 

02-重症心身障害 主として重症心身障害児を受け入れる場合に選択 

障害児状態等区分 障害児状態等区分です。 

 

0-非該当 非該当の場合に選択 

1-区分 1 の 1 区分 1 の 1 に該当する場合に選択（区分 1 で提供時間 3 時間以上） 

2-区分 1 の 2 区分 1 の 2 に該当する場合に選択（区分 1 で提供時間 3 時間未満） 

3-区分 2 の 1 区分 2 の 1 に該当する場合に選択（区分 2 で提供時間 3 時間以上） 

4-区分 2 の 2 区分 2 の 2 に該当する場合に選択（区分 2 で提供時間 3 時間未満） 

 

 

 

「障害児状態等区分」は、必ず事業所届出の区分を選択して登録してください。 

誤った区分を設定していた場合、算定の際に正しいサービス名が表示されません。ご注意ください。 

 

注意！ 
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＜抽出されるサービスコードの例＞ 

 

＜例 1＞「重症心身障害以外」「区分 1 の 1」でサービスを提供した場合。 

＜事業所台帳＞ ＜支給決定内容＞ ＜サービス名＞ 

 

 

 
いずれの支給決定内容の場合でも「区

1 の 1」又は「区 1」が表示される。 
 

 

 

 

＜例 2＞「重症心身障害以外」「区分 2 の 1」でサービスを提供した場合。 

＜事業所台帳＞ ＜支給決定内容＞ ＜サービス名＞ 

 

 

 
いずれの支給決定内容の場合でも「区

2 の 1」又は「区 2」が表示される。  

 

 

＜例 3＞「重症心身障害」「非該当」でサービスを提供した場合。 

＜事業所台帳＞ ＜支給決定内容＞ ＜サービス名＞ 

 

 

 

 
 

 

 

※その他組み合わせにより算定されるサービス名の詳細については巻末の（付録資料）「【別添 3】放課

後等デイサービスにおける基本報酬の整理について」をご確認ください。 
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3.相談支援 
 

3-1. 加算のみの請求対応 

 

 今回の改正で、計画相談支援・障害児相談支援において「入院時情報連携加算」「居宅介護支援事業所

等連携加算」「サービス提供モニタリング加算」が追加されましたが、これらの加算については加算のみ

の算定が可能なため、これに対応するために修正を行いました。 

 

＜記録票入力－加算情報＞ 

 

各設定項目 

項目名 説明 

給付区分 請求上の給付区分を選択します。 

 91-加算のみ 加算のみ算定する場合に選択します。 

加算項目 
算定する加算をクリックしチェックを入れます。算定可能な加算のみ選択

が可能です。 

 

  

加算項目 
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＜加算のみの実績作成手順＞ 

 

 

① メインメニューの相談支援実績入力をクリッ

クします。 

  

 

② 新しい明細行をダブルクリックします。 

  

 

③ 「利用者」「サービス種類」を選択し、「給付

区分」にて「91-加算のみ」を選択します。 

 

  加算・減算タブにて算定する加算をクリック

し、登録します。 

 

  

  

   

④ 登録確認が表示されたらはい（Y）をクリック。 

  登録完了が表示されたら OK をクリックしま

す。 
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⑤ 相談支援実績入力画面にて加算のみの行が追

加されます。 

  

 

 

＜給付費請求書 （請求書作成画面）＞ 

 

 

＜給付費明細書＞ 
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4.給付費請求書（作成履歴） 
 

4-1. 提供記録票チェックリストの見直し 

 

 今回の改正で、重度訪問介護において入院中の利用者に対する算定が可能になったため、給付費請求

書作成履歴の「提供票（様式 3-1）チェックリスト」の項目に「提供の状況」欄を追加しました。 

 

＜記録票実績入力画面＞ 

 

＜提供票（様式 3-1）チェックリスト＞ 

 

各設定項目 

項目名 説明 

提供の状況 重度訪問介護における提供の状況を表示します。 

 

空欄 通常の重度訪問介護を提供した場合は空欄になります。 

1 入院中に重度訪問介護を提供した場合は「1」が表示されます。 

2 90 日を超える入院中に重度訪問介護を提供した場合は「2」が表示されます。 
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5.共通項目 
 

5-1. 計画書等入力画面の見直し 

 

 計画書等の入力画面にて、入力項目のレイアウトの見直しを行いました。よりわかりやすくなるよう、

各項目を横並びに配置しました。 

 

＜例：サービス等利用計画（利用計画 2） 課題等内容入力画面＞ 

 

▼以前のバージョン 

 

 

▼Ver.620以降 

 
 

下記帳票において、項目のレイアウト変更を行っています。 

【相談支援】- サービス等利用計画案・サービス等利用計画・モニタリング報告書 

【居宅介護】- モニタリング表 
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（付録資料） 
 

 

 

【別添 2】児童発達支援における基本報酬の整理について 

 

【別添 3】放課後等デイサービスにおける基本報酬について 

 

 

 



【別添２】児童発達支援における基本報酬の整理について

1
６１１０００：児童発達支援基本決定

2
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

3
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

4
６１１０００：児童発達支援基本決定

5
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

6
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

7
６１１０００：児童発達支援基本決定

8
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

9
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

10
６１１０００：児童発達支援基本決定

11
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

12
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

13
６１１０００：児童発達支援基本決定

14
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

15
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

16
６１１０００：児童発達支援基本決定

17
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

18
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

19
６１１０００：児童発達支援基本決定

20
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

21
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

22
６１１０００：児童発達支援基本決定

23
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

24
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

25
６１１０００：児童発達支援基本決定

26
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

27
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

ロ　難聴児の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

ハ　重症心身障害児の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

Ⅱ

主として難聴児を受
け入れる事業所

※システムは、「主
として重症心身障害
児以外を受け入れる
事業所」とする。

非該当

Ⅰ
児童発達支援
センター

主として重症心身障
害児以外を受け入れ

る事業所

非該当

Ⅰ

主として重症心身障
害児を受け入れる事

業所

非該当

事業所の体制
受給者の支給決定

施設等の区分 障害児施設区分
未就学児等
支援区分

項
番

算定する基本報酬

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

ロ　難聴児の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

ロ　難聴児の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

ハ　重症心身障害児の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

イ　障害児（難聴児、重症心身障害児を除く）の場合

ハ　重症心身障害児の場合



事業所の体制
受給者の支給決定

施設等の区分 障害児施設区分
未就学児等
支援区分

項
番

算定する基本報酬

28
６１１０００：児童発達支援基本決定

29
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

30
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

31
６１１０００：児童発達支援基本決定

32
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

33
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

34
６１１０００：児童発達支援基本決定

35
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

36
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

37
６１１０００：児童発達支援基本決定

38
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

39
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

40
６１１０００：児童発達支援基本決定

41
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

42
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

43
６１１０００：児童発達支援基本決定

44
６１２０００：児童発達支援基本決定（難聴児）

45
６１３０００：児童発達支援基本決定（重症心身障害児）

※共生型事業所の場合は、体制等状況一覧表の「施設等区分」、「主たる障害種別」、「未就学児等支援区分」の区分の設定に関係なく、「ヘ」の報酬を算定する。
　基準該当事業所の場合も同様に区分の設定に関係なく、「ト」の報酬を算定する。

主として重症心身障
害児を受け入れる事

業所
Ⅰ

ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(1)主に未就学児

ホ　重症心身障害児の場合

ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(1)主に未就学児

Ⅱ
ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(1)主に未就学児

ホ　重症心身障害児の場合

ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(1)主に未就学児

Ⅱ

非該当

児童発達支援
センター以外

主として重症心身障
害児以外を受け入れ

る事業所

非該当

Ⅰ

ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(2)上記以外

算定不可

ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(2)上記以外

ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(2)上記以外

ホ　重症心身障害児の場合

ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(1)主に未就学児

ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(1)主に未就学児

算定不可

算定不可

ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(1)主に未就学児

ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(1)主に未就学児

ニ　障害児（重症心身障害児を除く）の場合
(1)主に未就学児



【別添３】放課後等デイサービスにおける基本報酬の整理について

1
６３１０００：放課後等デイサービス基本決定

2

６３２０００：放課後等デイサービス基本決定
（重症心身障害児）

3

６３１０００：放課後等デイサービス基本決定

4

６３２０００：放課後等デイサービス基本決定
（重症心身障害児）

5

６３１０００：放課後等デイサービス基本決定

6

６３２０００：放課後等デイサービス基本決定
（重症心身障害児）

7

６３１０００：放課後等デイサービス基本決定

8

６３２０００：放課後等デイサービス基本決定
（重症心身障害児）

9

６３１０００：放課後等デイサービス基本決定

10

６３２０００：放課後等デイサービス基本決定
（重症心身障害児）

11

６３１０００：放課後等デイサービス基本決定

12

６３２０００：放課後等デイサービス基本決定
（重症心身障害児）

13

６３１０００：放課後等デイサービス基本決定

14

６３２０００：放課後等デイサービス基本決定
（重症心身障害児）

15

６３１０００：放課後等デイサービス基本決定

16

６３２０００：放課後等デイサービス基本決定
（重症心身障害児）

17

６３１０００：放課後等デイサービス基本決定

18

６３２０００：放課後等デイサービス基本決定
（重症心身障害児）

19

６３１０００：放課後等デイサービス基本決定

20

６３２０００：放課後等デイサービス基本決定
（重症心身障害児）

※共生型事業所の場合は、体制等状況一覧表の「主たる障害種別」、「障害児状態等区分」の区分の設定に関係なく、「ニ」の報酬を算定する。
　基準該当事業所の場合も同様に区分の設定に関係なく、「ホ」の報酬を算定する。

区分２の１

区分２の２

主として重症心身障害児を
受け入れる事業所

非該当

区分１の１

区分１の２

・ハ(1)　重症心身障害児に授業終了後に行う場合
・ハ(2)　重症心身障害児に休業日に行う場合

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(1) 区分１の１
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(1) 区分１

・ハ(1)　重症心身障害児に授業終了後に行う場合
・ハ(2)　重症心身障害児に休業日に行う場合

項番

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(1) 区分１の１
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(1) 区分１

区分２の１

区分２の２

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(4) 区分２の２
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(2) 区分２

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(4) 区分２の２
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(2) 区分２

主として重症心身障害児以外を
受け入れる事業所

非該当

区分１の１

区分１の２

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(1) 区分１の１
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(1) 区分１

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(1) 区分１の１
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(1) 区分１

・ハ(1)　重症心身障害児に授業終了後に行う場合
・ハ(2)　重症心身障害児に休業日に行う場合

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(1) 区分１の１
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(1) 区分１

・ハ(1)　重症心身障害児に授業終了後に行う場合
・ハ(2)　重症心身障害児に休業日に行う場合

事業所の体制
受給者の支給決定

障害児施設区分 障害児状態等区分

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(2) 区分１の２
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(1) 区分１

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(1) 区分１の１
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(1) 区分１

・ハ(1)　重症心身障害児に授業終了後に行う場合
・ハ(2)　重症心身障害児に休業日に行う場合

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(1) 区分１の１
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(1) 区分１

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(3) 区分２の１
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(2) 区分２

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(3) 区分２の１
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(2) 区分２

算定する基本報酬

算定不可

算定不可

・イ　障害児（重症心身障害児を除く）に授業終了後に行う場合
　(2) 区分１の２
・ロ　障害児（重症心身障害児を除く）に休業日に行う場合
　(1) 区分１
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